
は じめ に

ここにま とめたのは、京都大学女性教官懇話会が1995年 度 に実施 した、京都大学

女性教員研究状況調査、京都大学女子卒業生対象の京都大学在学時の性差別 に関するア

ンケー ト調査、および、1994年9月 に開催 した、大学におけるセクシュアル ・ハラ

スメン トをめぐってのシンポジウム記録である。

このような調査およびシ ンポジウムが行われたそ もそ もの発端は、1993年12月

の、京都大学にお けるセ クシュアル ・ハ ラスメン トについての新聞報道にあった。それ

は、研究者 をめざ していた元女性職員が、京都大学の教授に数年間 にわたってセクハラ

行為を受けたとして、京都弁護士会人権擁護委員会 に人権救済の申し立てを した、とい

う報道で あった(注)。 京都大学女性教官懇話会(以 下、懇話会 と略)は 、当時の小野

和子代表の もとで、京大総長 に要望書 を提出した り、総長 との定例の懇談でこの件をと

りあげるな どして、事件の調査および調査結果の公表、被害者への謝罪、予防措置、性

差別撤廃のための委員会の設置、性差別の実態調査の実施などを大学当局に求めてきた。

それは、このような事件が個 人の問題、ましてや 「男女関係」の問題な どではなく、 「日

本の社会 における性差別の土壌に深 く根 ざしたものであり、京都大学もその例外ではな

い」 という認識 に基づ くものであ り、 「学内において、この種の事件を根絶させ、両性

の平等 を実現す るため」(総 長への要望書よ り)で あった。この間京都大学においては、

性差別に関する相談窓 口が設けられた(巻 末資料参照)。

大学 当局 との交渉 とは別 に、こうした問題への理解 を深めるため、懇話会は 「大学に

おけるセクシュアル ・ハラスメン ト」というテーマでのシンポジウムを企画 し、学外か

ら講師 をお願いして、1994年9月29日 に開催 した。このシンポジウム開催にあた

っては、立て看板が2度 にわたって消失 した り、当 日は台風に見舞われた りと、開催の

先行 きがあやぶ まれたが、大勢 の参加者のもと、セクシュアル ・ハ ラスメン トの構造 と

大学の構造、そ して男性社会における男性のあ りかたなどにつ いて、意義深い講演 と質

疑応答の時間を持つことができた。

さらに、1995年 度の京都大学学内教育特別経費で、京都大学女性教員研究状況調

査のために研究経費が与え られ、京都大学の常勤、非常勤、既在職 の女性研究者にた い

して研究状況の調査を行った。このアンケー トを集計 し、分析 してゆく過程で、大学生、

大学院生時代における差別が看過できないことがわかった。それに加え、上記 のシンポ

ジウムで卒業生だという参加者の女性 の一人か ら、 「当時は教授の膝の上 に乗らなけれ

ば就職 を世話 して もらえず、それ を断ったため就職できなか ったが、今 で もそ うなの

か」という質問が出された ことも踏まえ、大学生、大学院生の実態を調査する必要も痛



感 されたため、京都大学の女性卒業者 に対 しても、性差別 にかんするア ンケー トを実施

す ることにした。

各調査の結果につ いては、それぞれ本文のほうを見ていただきたいが、回答いただい

たアンケー ト票には、懇話会 の活動にたいす る激励や助言、それに批判の声もあった こ

とを報告 しておきたい。それ らの声をここですべて紹介することはできないが、全体 と

して、多 くの支持や激励がよせ られ、批判は少なか ったといえる。もちろん これはあく

までも回答いただいた方々か らのご意見で あり、また、数の云々で済ますべき問題では

ない。だが、予想以上に支持や激励の言葉が多 く、批判が少なかったということは、懇

話会にとってあ りがたいものであるという以上に、 「性差別」あるいは 「性的被害」に

対する女性自身の問題意識 と理解が高まってお り、被害 にあった女性をサポー トできる

ような、そ して、性差別 を生み、温存するよ うな状況を改変 してゆこうとす る土壌が確

実 に存在する、 という意味で、時代の流れが感 じられ、非常に心強い.

ただ ここで、懇話会 によせ られた批判の一部 に対 して、少 しばか り申し述べてお きた

い。それは、なぜ このような調査やシンポジウム を行い、またそれを公表せね ばな らな

かったのか、という必然性 とも密接にかかわっているか らである。アンケー ト票に記述

いただいたほかにも、間接的にうかがったなかに、差別の存在を前提にしているよ うで

不愉快である、女性差別 を声高に叫ぶのは どうか、意識過剰になるべきではない、セク

ハ ラがあるとい う前提にたって設問が作 られているのが不愉快で ある、セクハ ラは男女

問題、あるいは個 人の問題である、といった批判があった。こうした批判、あるいは反

発がでる背景には、 まず、 「差別」というのがえて して、差別 を受 けて いる人 にしか見

えてこない、とい う事情が あるのではないか。またセクハ ラについて言えば、被害 を訴

え出た女性がかえって好奇の 目にさらされた り、 「男女関係の もつれ」な どとして片づ

けられた り、あるいはかえってその女性の責任が問われるなどという、とんで もない構

造がある。だが、セ クシュアル ・ハ ラスメン トというのが、女性が弱者の立場 におかれ

ているという、構造的な権 力関係の悪用で あることを忘れてはいけない(第H章 の定義

参照)。 そ もそ もセクハ ラに限 らず、差別 にあうのはたいていが機構内の 「弱者」で あ

り、差別 を訴え出るな ど積極的対応に出た場合には、さらなる不利益をこうむる危険性

にさらされている。そのため、差別の構造は隠蔽されたまま存続 しつづける場合が多い。

したがって、こうした状況のなかで苦 しんでいる人が確実 にいる、という事実を知る こ

とが、こうした構造 を変革 してゆ くためにまずは重要なのではないだろうか。さ らには、

一般に 「性差別」とはいっても、女性たちが具体的 にはどのよ うな経験 をし、またそれ

をどう感 じて いるのかを、広 く知って もらう必要があるだろう。それによっては じめて、

なにが 「差別」なのかが見えて くるのだか ら。この調査の目的は、そ うした 「知の脱落」

を多少な りとも埋めてゆくことであり、京大において性差別や性的被害が確か に存在 し、



その中には深刻な例 も含まれていることを明 らかにした点に、この調査 の意味があった、

と、わた したちは考 えている。

また、差別のどうのと言う前に女性 自身も努力す る必要あ り、との指摘 もあった。そ

の指摘が妥 当なケー スももちろんあるだろうが、このアンケー トの結果か らも、いかな

る努力をも認めず、無駄にさせ、いたず らに自信を失わせ、自己不信 に陥 らせ、虚無感

をしか与えないな どという、個人の努力をはるか に越えた構造的な問題 も見えて くる。

そ もそ も女子学生 ・院生 にたい しては、女だか ら、とないが しろに扱 った り、逆に甘や

か した りす る例が多 いよ うである。しか し、学生を受け入れた以上、可能な限 りの教育

を施 し、積極的に幅広 い人材を育てるのが大学 の義務であろう。アンケー トで も、自分

が結婚 して研究をやめたために、 「やは り女は」という偏見 を裏打ちす ることとなって、

他の女性の足 をひっぱることになったのではと恐れている、という回答 もいただいた。

しか し問われるべきは、女性がこのよ うな選択をせざるをえなかった背景ではないか。

すなわち、大学の研究職 における女性の処遇の低 さと、生活 の最も基本 的な部分である

家事 ・育児が、ほとんどの場合に女性(妻)に のみ負担させ られている現実である。

わた したちは京都大学のすべてが差別的である、と主張 しているわけではない。(女

性教員の少なさからすれば、相 当部分そ ういえるかもしれないが。)ア ンケー トでも、

京都大学で非常にすば らしい指導を受け、大切に育てて もらった、とい う感謝 の声も多

く寄せ られた。わたしたちの願 いは、せめて これか らで もみなが このよ うな経験 を分か

ち合えるよ うな環境 を作 っていくことである。男性 も差別されているので あり、女性だ

けを調査するのは片手落ちだ、という意見もあるかも しれな いが、この報告書では、社

会全体の抱え込んでいる性差別の構造が大学 という場 にどのよ うに現れているのか、ま

た、大学自体 の抱えている構造的問題がどのよ うな点にあるのか、ということも見えて

くるはずである。それはな にも女性だけの問題ではない。

また、わ ざわざセ クハ ラのような問題 を表 りだそ うとす るな ど、京大、あるいは京大

女性研究者の品位を既めるだけだ、という批判 もあった。大学 といえども、様々な人間

がお り、様々な人間関係 がつ くられる場である。ニアミスや、もちろんあってはいけな

いこととはいえ、いわば間違いもあって当然なのか もしれない。だが、それを最小限に

くい止める予防措置や、問題が起 きて しまったときの適切な処置を とる態勢 を整えてお

くことは、大学にとって誇 りで こそあれ、恥ずべきことではない。そもそ も大学に限 ら

ず、人間やある機関の品位 とは、なにか問題が生 じた とき にそれ を隠すのではなく、そ

れを正視 して、弱者切 り捨てではない、公正な解決にむけての積極的姿勢 をとることで

はないだろうか。その意 味で、この報告書を、研究機関と して、教育機関 として、そ し

て職場 としての、よりよい大学のありかたを探るための資料 として受けとめて いただけ



るな らば幸 いである。

この報告書は、先述 の京都大学学内教育特別経費によって作成 された。こうした調査

を大学の費用で実施 して公表できた ということが、 「開かれた大学」への第一歩だ とい

えるだろう。アンケー トに協力 くださった方々も、これが個人的 ・恣意的な調査ではな

く、大学 としての調査であるか らこそ、信頼 して回答 を寄せて くださったのではないだ

ろうか。ただ し、教員、卒業生 ともに、回答票に書き込んだ ものの、結局は出さなかっ

た、 という方々もい らっしゃるだろう。こうした調査の 「デー タ」の扱い方に、不信感

をお持ちの方もあった に違 いない。また、このアンケー トによって、忘れたかった過去

の嫌な経験 を新たに思い出すな どの不快な思 いをなさった方 もいらっしゃるか もしれ

な い。この報告書が、そ うした方 々の思 いに多少な りとも答え られるよ うな ものとなっ

て いることを切 に願 っている。同時に、今回のこの調査が、個 々の件 についての具体的

な援助 とはな りえないだろうことに、心の痛み も感 じる。

最後に、ア ンケー トに協 力くださった方々、シンポジウムの講師の方 々、シンポジウ

ム に参加 してくださった方々、アンケー ト発送作業 に協力 くだ さった方々、そ して、こ

の報告書作成 に協力 してくださった方々に、ここで改めて心か ら感謝申し上げたい。

1996年3月

京都大学女性教官懇話会
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